
ベトナムの首都ハノイ市の中心に，ホアンキエムと

いう名の湖がある。家族 4人で 1台のオートバイにま

たがり，湖の周りを走りながら夕涼みするのが，ベト

ナム人の休日の楽しみ方だ。ベトナムの法律によれ

ば，オートバイに 3人以上が乗ることは禁止されてお

り，見つかれば罰金の対象なのだが，ベトナム人に言

わせると「親子 4 人は問題ない！」そうである。父・

母・子供 2人で乗車する場合，ベトナム人の解釈によ

れば「子供 2人は数に入らない」からだ。実際，公安

（警察）が，町にあふれる父・母・子供 2人の計 4人で

乗車しているバイクを摘発することは，あまり無いそ

うだ。

ベトナムでは，法律の規定と現実が食い違う場合，

現実が法律を凌駕していく面がある。ある意味，柔軟

性があるとも言えるが，現実的な運用を細かく考える

前に大原則となる法律を制定してしまうことにより，

法律が「絵に描いた餅」になってしまうという場面も

見られる。

筆者は 2006 年夏から 1 年間，ベトナムの首都ハノ

イにある法律事務所 Pham & Associates に研修滞在

するという機会に恵まれた。ベトナム人にとって，

「知的財産」はまだまだ新しい概念であり，その保護の

重要性について，社会的な合意が明確になっていると

までは言えない段階ではないか，というのが 1年間の

滞在を通じて得た個人的な実感である。

知的財産分野は，日本を含む海外からの支援も受

け，比較的法整備が進んだ分野であるといえるが，ま

だまだ問題点も多い。また，先ほど述べたように現実

が法律を凌駕する，というベトナム社会の一面があ

り，条文や資料からだけでは理解できない生活実感に

根ざした感覚を得ることが，法制度理解にも必要であ

ると実感することが多かった。本稿では，ベトナムに

おける知的財産権侵害状況の紹介と，ベトナム法制度

を紹介すると共に，法制度理解の助けとなる生活実感

のようなものを共有できれば幸いである。

1. ハノイに溢れる知的財産権侵害物品

ハノイで音楽 CD，映画の DVD などの正規品を買

うのは，一苦労である。まず，正規販売のCD，DVD

よりも，圧倒的に海賊版のほうがタイトル数・取り扱

い店舗ともに豊富である。ベトナムは政府が出版に関

して厳しく規制しており，正規に出版できるタイトル

が限定的であること，そして正規販売よりも海賊版の
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特集《新興国における模倣品対策（商標・不正競争防止法等を中心に）》

会員 岡田 貴子

ベトナムの模倣品対策と改正知的財産法
（2010 年 1月施行）

ベトナムでは，知的財産権（産業財産権，著作権，育成者権，地理的表示，半導体回路，営業秘密等）の

保護に関して規定する，初めての独立した法律である知的財産法が2006年 7月1日に施行された。知的

財産法においては，知的財産権の侵害行為に対する権利行使について，3つの措置を設けている。すなわ

ち，行政措置，司法措置，刑事措置である。2010年 1月1日施行の知的財産法改正法において，侵害行為

に対する行政措置に関し，警告書の送付を要件としていた条文を削除し（211条），従来は「消費者または

社会に損害を与える侵害行為」と規定していた条文を「著作権者，権利者，消費者，または社会に損害を与

える侵害行為」と改正し（211条），製品に貼付する侵害商標ラベルを所持しているだけでも行政措置の対

象とし（211条），行政措置の罰金額の規定（改正前は損害額と同額もしくは最大損害額の5倍まで）を削

除した（214条 4項）。以上の各改正点は，権利行使に与える影響が大きい。
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ほうが安いことが理由として挙げられる。調査のた

め，旧市街周辺に多くある海賊版専門店（？）に行く

と，歌手別，CDタイトル別，曲名別等の各種インデッ

クスブックが用意されており，指定された番号を示せ

ば，該当の CDを奥から出してくる仕組みになってい

る。

中心部のフエ通り近辺には，オートバイを「カスタ

マイズ」する店が軒を連ねている。オートバイを持ち

込むと，座席のシートを有名ブランドのかばんの柄に

替えてくれるサービスや，樹脂製の部品をライターで

熱しながら加工するなどして有名ブランドのバイク風
・

に替えてくれるサービスなど，ベトナム人の得意な細

かい手作業を生かしたサービスが「充実」している。

更に，フエ通りには電化製品販売店も多い。調査に

赴き，「iPod」は販売しているか聞いたところ，「うち

は種類豊富に取り揃えている。どれがいいか」という

自信にあふれる返事であった。示された商品を見てみ

ると，正規品のコピーだけではなく，全く違うデザイ

ンを施された携帯音楽プレーヤーに「iPod」の表示が

され，10種類程度販売されていた。ベトナムは，よく

言えば「クリエイティブ」ともいえる一面があり，実

際に存在する商品をコピーするだけではなく，それを

更に進化させてオリジナル商品もついでに開発してし

まう。

上記のような知的財産権侵害物品の氾濫の理由は，

筆者の私見としては，次の二点が挙げられる。

第一点は，当局が上記のような知的財産権侵害物品

の取り締まりを積極的に行っていないという点であ

る。当地の新聞等で日々取り上げられているのは，同

じ「偽物」であっても，偽札（ベトナムでは偽札の広

い流通が社会問題となっている），食品，飲料品，医薬

品，農薬等の人体に影響を与える物品の取り締まりで

ある。つまり，社会秩序を維持する上で直接的な障害

となる「偽物」の流通を防止する警察目的規制が優先

順位のトップに置かれており，知的財産権の侵害とい

う観点からは，当局は社会問題として認識していない

ように思われた。

第二点は，知的財産権侵害行為に対する人々の容認

姿勢である。この点は，上記の当局の姿勢とも関連す

るかもしれない。つまり，一般社会に害をなすとまで

は言えない侵害行為については，当局の追及も甘く，

結果として人々も容認する傾向に陥ると思われる。

知的財産に携わるベトナム人の友人達に，知的財産

権侵害物品が氾濫する状況について意見を聞くと，

「ベトナムはまだまだ貧しい人も多く，正規品を買え

ないことも多いので…」と言葉を濁すことが多かっ

た。そこには，人体に直接害のある「偽物」は確かに

困るが，そうでない侵害品については，社会の必要悪

として認めざるを得ない，というベトナム社会の現実

がある。

2. 知的財産関連分野の国内法整備

ここでまず，ベトナムにおける知的財産分野の法整

備の経緯を振り返ってみることにしたい。

戦時下のベトナム民主共和国（いわゆる北ベトナ

ム）においては，旧社会主義国と同様，発明や意匠な

どの発明者・創作者については国家が顕彰する程度で

あり，戦時総動員体制を取る社会主義体制下では，個

人に独占権を与えて発明等を実施等させるということ

は想定されていなかった。戦争終結後，南北統一によ

りベトナム社会主義共和国が成立（1976 年）したが，

その後もしばらく，状況に変化はなかった。

転機となったのが，1986 年のドイモイ政策の正式採

択である。ベトナムは，社会主義体制を維持しつつ，

対外経済開放政策を中心としたドイモイ政策を採択

し，経済的に疲弊し，国際的に孤立した状況からの脱

却をめざすことになった。これを転機に，外資導入に

必要な投資環境整備の一環として，知的財産関連分野

でも法整備が大きく前進することになる。

ここで注目すべき点は，後述する 1995年の民法典

成立までは，知的財産の保護について規定する法律は

存在せず，政府決議等の行政府による法律文書により

制度が形作られていった点である。

ベトナムでは，憲法 83 条において国会が国権の最

高機関とされているが，実際には行政府が非常に強い

権力を持っている。国会の承認を受けた法律の裏づけ
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なしに，政府決議等の行政府による法律文書を以っ

て，影響の大きい政策決定がなされる場合が多い。知

的財産権の権利行使についても，実務上重要な変更が

政府決議等によりなされることがありうるため，留意

が必要である。

1995年に民法典が国会を通過した。知的財産に関

する規定が占める割合はごく一部であったが，初めて

法律に規定されたという点で画期的であった。また，

法律の実効性ある施行のため，工業所有権の権利の発

生，保護に関して詳細に規定することを目的として，

政府決議 63号（NĐ63/CP）及び科学技術及び環境省

通達 3055 号（3055/TT-SHCN）が翌 1996 年に成立し

た。政府決議 63号は，1980 年代に次々に出された政

府決議，閣僚決議に含まれる内容を包摂する法律文書

であり，後に述べる知的財産法制定まで，産業財産権

の出願・登録に関する，実務上最も重要な法律文書で

あった。

その後，2005年に民法典を改正（2006 年 1月 1 日施

行）し，同年に知的財産法を成立（2006 年 7 月 1 日施

行）させ，WTO加盟のための知的財産分野における

法整備が着々と進められた。ちなみに，ベトナムは

2007年 1月 11 日を以って，WTOに正式加盟してい

る。

2005年の民法典改正においては，JICA（国際協力

機構）の法整備支援事業が行われ，日本の専門家が助

言している。日本側は，知的財産関係の規定を民法典

から削除し，独立した法律とするよう助言した。理由

は，①登録手続のような行政手続規定が多く含まれる

知的財産関係の規定は，民法典になじまない，②刑事

罰規定を伴う知的財産関係の規定を民法典におくの

は，国民にとって理解しにくい，③条約の関係から頻

繁な法改正が必要となる知的財産関係の規定を国の基

本法規となる民法典におくことは不適切，という理由

であった(1)。

しかしながら，2005年民法典改正後も知的財産関係

の規定は民法典に残ることになり，知的財産権の保護

について包括的に規定する知的財産法の施行後は，民

法典と知的財産法との間で，内容的な重複や不一致等

の課題を残すこととなった。一例を挙げると，民法典

751 条 1項において，発明，意匠，半導体集積回路の回

路配置，育成者権に関する産業財産権（条文上は「工

業所有権」）は「人格権」（Quyền nhân thân）と「財産

権」（Quyền tài sản）を含むと定義している。ここで言

う人格権とは，著作者人格権の一種である氏名表示権

に近い内容であり，要するに発明者・創作者等として

表示される権利をさしているようであるが，このよう

な規定は知的財産法の定義規定と矛盾する。知的財産

法の定義規定（4条 4項）によれば，産業財産権（条文

上は「工業所有権」）とは「自らが創作又は所有する発

明，意匠，半導体集積回路の回路配置，商標，商号，

地理的表示，営業秘密に関する組織・個人の権利及び

不正競争の防止に対する権利を言う」と定義されてい

るからである。

2006 年 7 月 1 日に知的財産法が施行された。ベト

ナムにおいて，知的財産権（産業財産権，著作権，育

成者権，地理的表示，半導体回路，不正競争防止，営

業秘密等）の保護に関して規定する，独立した法律で

ある。従来，複数の政府決議等の行政文書に分散して

規定されていた知的財産の保護について包括的に規定

しており，TRIPs協定に沿った知的財産の保護を担保

する規定となっている。

知的財産法の成果として着目すべき点は，行政処分

たる知的財産庁の決定について不服を申し立てた場合

に，司法判断を終局とする手段が確保された点であ

る。

知的財産法施行前は，知的財産庁の査定について不

服のある場合には，知的財産庁に不服申立を行うこと

が可能であり，知的財産庁の決定（審決）についてさ

らに不服申立をする場合には，裁判所に取消訴訟を提

起するか，上庁の科学技術省に不服審判請求をすると

いう 2つの選択肢があった（NĐ63/CP，27条）。しか

し，実務上，知的財産関連の経験が非常に限られてい

る裁判所に提訴するという選択肢は現実的ではなく，

多くの場合，知的財産庁の査定については，知的財産

庁に対する不服申立→科学技術省に対する不服申立

（終局）という行政ルートをたどることになっていた。

この場合，科学技術省の決定が最終決定となるため，

司法判断を仰ぐ機会が事実上，担保されていなかっ

た。しかし，知的財産法施行後は，知的財産庁に対す
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る不服申立→科学技術省に対する不服申立→裁判所へ

提訴（103/2006/NĐ-CP，14 条 2項）のルートが開か

れることになったのである。

3. 出願・登録に関する実務上の注意点

ベトナムでは，1 つの商品に関する知的財産の保護

を検討する場合には，特許という技術的観点のみなら

ず，外観的特徴を意匠で保護できないか，商標として

（図形，立体図形を含む）保護できないか，といった複

合的な保護を検討すべきである。権利行使の場面にお

いて，裁判所の知的財産に関する知識と経験が不足し

ており，特に特許分野ではその傾向が顕著であるとい

われているためである(2)。

意匠と商標は重畳的保護を受けることが可能といわ

れており，例えば商品の包装は意匠としても商標とし

てもしばしば出願されている。商標として登録すれ

ば，意匠より長い期間保護を受けることが可能であ

り，行政措置を求める際にも，商標の「模倣品」とし

て行政措置適用要件が緩和されるというメリットがあ

る（後述）。出願を検討するにあたっては，意匠と商標

は，審査実務上クロスリファレンスされることが多い

ことに注意すべきである。商標出願により新規性を喪

失し，意匠出願が拒絶されるということも起こりう

る。逆に，商標出願が他人の意匠出願を引例として

「識別性がない」（知的財産法 74 条 2項（n））という理

由により拒絶されうる。出願時に現地代理人とよく打

ち合わせすることが必要である。

商標と不正競争は重畳的保護を受けることが可能と

いわれているが，不正競争行為であることの立証のた

めには，条文上（競争法 39条及び 40 条，知的財産法

130 条）には明示されていない，商品等表示が周知で

あること，周知性が損なわれて（abused）いること，

また，その周知性を不正競争行為者が知っていたは

ず，または知らなかったはずはないことを示す必要が

あり(3)，立証負担は重い。その点を考慮すると，商標

権として可能な限り権利化することが勧められる。

商標の出願にあたって日本の出願人が最も注意すべ

きは，日本語のみで表された商標は「通常の知識をも

つベトナムの需要者が認識・記憶できない（読めない，

理解できない，覚えられない）文字を含む標章」（科学

技術省通達 01/2007/TT-BKHCN 39条 3項(a)）とし

て，識別力がないとされる点である。ただし，ベトナ

ムにおいて周知・著名であることを立証すれば，登録

されうる。日本語の商標は，日本製のよいイメージを

与えることからも模倣されやすいので，商標として登

録することを検討すべきであるが，識別力の観点か

ら，出願にあたっては図形要素を加えるなど，現地代

理人と相談することが勧められる。

4. 登録後の権利行使に関する実務上の注意点

知的財産法においては，知的財産権の侵害行為に対

する権利行使について，3 つの措置を設けている。す

なわち，行政措置，司法措置，刑事措置である。

なお，ベトナムでは特に「模倣品」の定義規定をお

いており（知的財産法 213 条），それによれば模倣品と

は，①商標権者又は地理的表示権利者の許諾を得ずに

同一又は判別しがたい程に近似する商標又は地理的表

示を付した同一の商品②著作権者又は著作隣接権者の

許諾を得ずに複写した海賊版，と規定されている。

（1）行政措置について

主に権利者からの請求に応じ，行政当局により実施

される行政措置の具体的内容としては，侵害者に対す

る警告，罰金に加え，補完的制裁として「模倣品」及

びその製造手段の没収や営業免許取消，深刻な影響を

防止するための措置として侵害品の破棄等が定められ

ている（知的財産法 214 条，政府決議 105/2006/NĐ-

CP28-33 条，106/2006/NĐ-CP3 条）。また，緊急性の

高い場合には，侵害者の一時拘留，捜索，侵害被疑物

品の一時差し押さえ等を行うことが認められている

（知的財産法 215条）。

行政措置の実施は，市場管理局（商業省管理下）と

経済警察（公安省管理下）がチームとなって行う場合

が最も一般的である。また，北部の中国国境地帯から

知的財産権侵害物品が流入するパターンも多いため，

税関に対して国境での通関停止手続き等を求めること

も選択肢の一つである（知的財産法 216 条）。なお，通

関停止手続きは，あくまで正規の手続を経てベトナム

国内に輸入される貨物が対象となるため，小口の貨物

に分けて密輸されることの多い知的財産権侵害物品へ

の対応策としては，その効果は限定的であるといわれ
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る。

筆者がベトナム滞在中に得た感触では，知的財産権

侵害物品に対する権利行使，特に侵害品の流通をス

トップしたい場合には，行政措置が最も迅速，効果的

であり，また，営業許可の取消といった行政罰も課す

ことが可能なため，侵害者に与える抑止効果も高い。

実際に，弁護士等のベトナムの専門家もこれを推奨し

ていた(4)。

行政措置には適用条件が定められており，法改正前

は需要者および社会一般に損害を与える知的財産権侵

害行為や，警告書を受けたにも関わらず繰り返し侵害

行為を行った場合などに行政措置の適用を限定してい

た（知的財産法 211 条 1項(a)，(b)）。つまり，法改正

前は，社会一般に損害を与えるとまではいえない知的

財産権侵害品については，警告書の事前送付が必要で

あった。

しかし，この点は，2009年の知的財産法改正によ

り，警告書の事前送付という要件が削除され，社会一

般のみならず「権利者に損害を与える侵害行為」が新

たに行政措置の対象とされたが，権利者側が自らに損

害が生じたことの立証を求められることになり，新た

な問題が生じている。この点は，法改正の部分にて詳

しく見てみることにしたい。

他方，213 条 2項及び 3項規定の「模倣品」について

は，そのような限定は最初から設けられていない。例

えば商標権の「模倣品」について行政措置を求めるに

あたっては，権利者であることの証明（商標登録証等）

と，模倣品が権利者の許可を得て製造等されたもので

はなく，真正品と異なる点がある旨，主張・立証する

ことで足りる。従って，特許権・意匠権侵害よりも商

標権侵害のほうが，行政措置の適用を求めやすいとい

う制度上の特徴がある。

市場管理局については，食品の安全や農薬・医薬

品・化粧品等の人体に直接用いるものの安全性の監

視，インフレ防止等の市場管理が重要な任務であり，

人的資源等も限りがあるため，優先順位をつけて行動

する傾向があるといわれる。つまり，知的財産権侵害

物品の品質に問題があり，社会に悪影響を与えると

いった点を強調することが，迅速な行政措置を受ける

うえで重要である。また，人脈を重視するベトナムで

は，適切なレベルの役人とのコネクションを有する，

経験豊かな代理人に依頼することも重要である。

（2）司法措置について

知的財産権侵害物品の販売等差止，損害賠償請求を

求めて裁判所に提訴する司法措置も制度上設けられて

いる。ただし，WTO加盟を目的として，必要な司法

措置の法整備を一定期間内で行ったという側面が強い

ため，制度上の不備もあり，司法措置を選択する上で

のリスクにつながっている。

知的財産権侵害に関して提訴されるのは年 10件程

度（うち，判決に至るのは数件）であり(5)，一般的な措

置であるとはいえず，侵害品の流通をストップするの

が目的であれば，行政措置のほうが迅速な結果を得ら

れると言われている。司法措置は，主に損害賠償請求

の手段と考えておいたほうがよさそうである。

ベトナムでは三階級・二審制である。裁判所は，県

（省直轄市）レベル人民裁判所，省（中央直轄市）レベ

ル人民裁判所，最高人民裁判所の三階級に分かれてい

る。省（中央直轄市）レベル人民裁判所が，外国要素

を伴う事案の管轄裁判所とされており（民事訴訟法 34

条 1項(c)），外国人の関わる知的財産関連事件は，ハ

ノイ市人民裁判所またはホーチミン市人民裁判所を第

一審とする場合が一般的である(6)。一審判決に対して

控訴されなかったとき，又は控訴判決がなされた時に

判決は効力を生じる（民事訴訟法 254 条 2項，279条 6

項）

ベトナムでは，ウェブ上での判例の公開が始まった

ばかりで(7)，一部の判例しか公開されていない(8)とい

われている。民事事件に関しては，2003 年〜 2006 年

の間の 104件の判例が公開されている。なお，知的財

産権に関する判例は，商標権侵害事件に関する監督審

決定 1件（08/2003/HĐTP-DS）のみが公開されている

（2010 年 9 月 17日現在）。裁判官も，すべての裁判所

の判例へのアクセスが確保されていない(9)。ベトナム

ではそもそも知的財産関連の判例が少ない上に，判例

の公開が不十分なため，裁判所の判断傾向を過去の判

例から導き出すことが困難であり，その点が司法措置
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を選択する上での第一のリスクと言える。

次に，監督審といわれる制度についても，説明が必

要だろう。確定判決に深刻な法令違反があると疑われ

る場合には，最高人民裁判所長官又は最高人民検察院

長官により，監督審の請求がされる（民事訴訟法 285

条 1項）。監督審により，深刻な法令違反があると判

断された場合には，確定判決は破棄される（民事訴訟

法 297条 3項，4項）。監督審の目的は，適切な法適用

の確保と，法の統一的な適用にあるといわれる(10)。

ベトナムでは 2005年に 103件が一部公開されるま

で，監督審決定が公開されておらず(11)，また公開後に

おいてもなお，各地の裁判所において監督審決定さえ

参照せずに不統一な法律解釈に基づく判断がされ，後

に破棄される判決が多いという問題が指摘されてい

る(12)。

監督審は，訴訟当事者に請求権がない点（請求権者

に書面で監督審の請求を願い出ることは可能である−

284 条），及び原審の訴訟当事者が，監督審においては

原則として審理に関与できず，裁判所の裁量により公

判に呼び出された場合のみ出頭して意見を述べること

ができるという点（292 条 2項，295条 2項）が，大き

な特徴となっている。すなわち，原審の原告・被告は

原則として監督審に訴訟当事者として関与できず，職

権で監督審決定がなされるという点に留意しなければ

ならない。

また，監督審により確定判決が破棄される可能性の

ある期間は長期にわたり，法的安定性の面で問題があ

る。監督審請求期間は，判決が効力を生じてから 3年

である（民事訴訟法 288条）が，更に，監督審の決定

（最高人民裁判所裁判官評議会による決定を除く）に

対しても監督審の請求が可能である。

監督審が請求された場合には当事者として扱われ

ず，確定判決が破棄される可能性のある期間は長期に

わたる，という特徴を有する監督審制度の存在が，司

法措置を選択する上での第二のリスクといえる。

更に，民事執行上の問題もある。民事裁判の確定判

決に基づき，民事執行手続をする場合に，執行機関の

独立性が十分でなく，債務者が国営企業等の場合に，

執行手続が法の根拠なく停止される，放置されるな

ど，大きな障害が生じる場合もあるといわれてい

る(13)。この点は，司法措置を選択する上で，第三のリ

スクといえる。

（3）刑事措置について

産業財産権侵害に対する刑事措置について，社会に

深刻な影響を与えた場合や再犯の場合には罰金刑又は

2 年以下の拘留なしの再教育（cải tạo không giam

giữ），若しくは組織犯罪，再犯，社会に特に深刻な損

害を与えた場合のいずれかに 6ヶ月以上 3年以下の懲

役刑が適用されると刑法典（Bộ luật Hình sự）171 条に

おいて規定されていた。大規模な組織犯罪等を除い

て，従来刑事措置が産業財産権侵害行為に対して適用

される事案はまれであり，データによれば 2000 〜

2004 年の 5年間で，171 条適用事件は 2002 年に 1件

あるだけである(14)。

なお，刑法典は 2009年に改正（2010 年 1月 1 日施

行）されたが，留意すべきものとして挙げられるのは

以下の点である。

まず，商標と地理的表示以外の侵害行為（特許，意

匠等）については，171 条の対象から除外された。こ

の点は，特許や意匠の侵害行為については，商標等の

侵害行為に比べ，権利者（個人）の利益を損なうとい

う側面が強く，社会一般の利益を損なうという側面は

弱いというベトナム当局の認識に基づき，特許や意匠

の侵害行為については，権利者が自ら行政措置や民事

措置を請求すべきである，というのが改正法の趣旨で

ある(15)。この点は，すでに述べた通り，知的財産権の

侵害という観点からは，ベトナム当局が社会問題とし

て認識していないことを示し，興味深い。

ただし，食料品・医薬品等の偽物（hàng giả）を製

造・販売した場合には刑法 157条，飼料，肥料，動物

用医薬品，殺虫剤等の偽物を製造・販売した場合には

刑法 158条が適用され，経済管理秩序紊乱罪として刑

事罰の対象となる。従って，例えば特許権侵害行為

が，間接的に刑事罰の対象となることはありうる。

更に，従来は社会に深刻な損害を与えた場合，再犯
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の場合，組織犯罪等に限られていた刑事措置である

が，「（商標と地理的表示の）商業規模での侵害行為」

一般にまで拡大された。ただし，依然として懲役刑は

組織犯罪，再犯にのみ科せられる。

（4）「専門家の鑑定書」
(16)

次に，行政・司法措置において重要となる，「専門家

の鑑定書」制度について説明したい。

知的財産法施行前は，知的財産庁が発行する「鑑定

書」（侵害被疑物品が権利範囲に含まれるか否かの鑑

定）が，権利行使の場面で決定的な役割を果たしてい

た。すなわち，知的財産庁が侵害と鑑定しないものに

対しては，事実上，権利行使の道は閉ざされていた。

知的財産法 201 条において知的財産庁に代わって鑑

定を行う「鑑定機関」を設置することが定められたも

のの，鑑定機関の詳細な規定がなかったために，制度

が機能しないという状況が生じ，問題となっていた。

現在では詳細規定も定められ（科学技術省通達 01/

2008/TT-BKHCN，修正 04/2009/TT-BKHCN），ベ

トナム知的財産研究所（科学技術省所属）が知的財産

法 201 条に定める鑑定機関の機能を果たしている。た

だし，鑑定機関による「専門家の鑑定書」は，参考資

料として扱われている点が，以前の知的財産庁による

鑑定書とは大きく異なる点である。しかしながら，依

然として，行政措置，司法措置のいずれの場合におい

ても，実務上は提出することが強く勧められる。行政

措置において，主要な実施主体のひとつである市場管

理局は侵害鑑定を行う専門知識を有しておらず，侵害

被疑物品が権利範囲に属するという確信が得られない

と，当局は行政措置を実施することをためらう傾向が

あるためである。裁判所においても，知的財産権に関

する専門的知見を持った裁判官は非常に少ないといわ

れており，専門家の鑑定書が裁判官の心証形成に与え

る影響は大きいためである。

「専門家の鑑定書」を請求するにあたっては，求める

べき結論部分の文言に細心の注意を払うべきである。

より効果的な権利行使のため，権利者の望む内容が明

確に反映された結論を得られるよう，現地代理人と打

ち合わせすべきである。

なお，「専門家の鑑定書」は，侵害被疑物品が権利範

囲に属するかという点のみならず，損害額算定の基礎

となる証拠の確定についても鑑定を求めることが可能

である（政府決議 105/2006/NĐ-CP 39条）。

法的には鑑定を行う権能を失った知的財産庁である

が，実務上は，関係政府機関との専門的意見交換を行

うことが義務付けられている。権利者は知的財産法

201 条に定める「専門家の鑑定書」を請求することし

かできないが，関係政府機関が（例えば，行政措置を

行うにあたって市場管理局が）知的財産庁に対して専

門的意見交換を行うことができる。従って，権利者が

適切に現地代理人を通じて働きかけることにより，関

係政府機関，担当部局が特許庁との専門的意見交換を

行うようにコーディネートすることは可能である。ベ

トナムでは，行政官庁の判断を追認する傾向が強く，

専門官庁たる知的財産庁の行う専門的意見交換が，関

係政府機関に及ぼす影響は大きいと思われる。

（5）現地代理人について

すでに述べた通り，ベトナムでは判例の公開が十分

でないことなどから，現地代理人の過去の経験は貴重

である。また，人脈を重視するベトナムでは，行政措

置などの際にも，然るべきレベルの当局者とコネク

ションを有する代理人を使うことにより，事案の解決

に資する場合があると言われる。従って，権利行使に

当たり，代理人を選択する際にも，経験豊富な事務所

に依頼することが勧められる。

ベトナムでは法改正を待たずに政府決議等の行政文

書により，実務上大きな変更がなされることも多い。

また，その逆に，法改正はされたが施行に必要な詳細

規定が未整備のため，条文と現実の乖離が起きること

もある。また，そもそも法律と政令等が矛盾している

場合もある。従って，本稿を含め，文献情報は参考と

するにとどめ，具体的案件については信頼できる現地

代理人へ最新情報に基づく法的アドバイスを求めるこ

とを強く勧める。

5. 知的財産法改正

ベトナムでは，TRIPS 協定及びベトナムの国際公

約を満たす目的と，既存の法律文書間の相互矛盾を解

消することを目的として，2009年に知的財産法を改
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正，翌 2010 年 1月 1 日に施行された。以下，改正法に

ついて概略を紹介したい。

産業財産権関連では，①秘密特許制度が導入され（7

条 3項），②特許等の産業財産権に関する出願を処理

する期限が，3〜 6ヵ月間延長され（119条），③先使用

権の判断日を出願日または優先日（改正前は公開日）

とされ（134 条），④「専門家の鑑定」を行う主体的要

件を具体化し（201 条），⑤侵害行為に対する行政措置

に関し，警告書の送付を要件としていた条文を削除し

（211 条），⑥従来は「消費者または社会に損害を与え

る侵害行為」と規定していた条文を「著作権者，権利

者，消費者，または社会に損害を与える侵害行為」と

改正し（211 条），⑦製品に貼付する侵害商標ラベルを

所持しているだけでも行政措置の対象とし（211 条），

⑧行政措置の罰金額の規定（改正前は損害額と同額も

しくは最大損害額の 5倍まで）を削除した（214 条 4

項）。行政措置の罰金額の詳細は別途規定がある（政

府決議 106/ 2006/NĐ-CP［産業財産権関係］，47/

2009/NĐ-CP［著作権関係］）。

上記の改正点のうち，特に 211 条（⑤〜⑦）および

214 条（⑧）に関しては権利行使上影響が大きい改正

点であるので，ここに詳細を紹介したい(17)。

行政措置の適用要件を定める 211 条の改正により，

一部の知的財産権侵害行為（消費者または社会に損害

を与える侵害行為若しくは模倣品以外の侵害行為）に

対する行政措置の適用要件とされていた，警告書の事

前送付が求められなくなった。警告書の事前送付によ

り，侵害者が証拠を破棄し，効果的な行政措置が実施

できない事態が生じていたため，この点は改善され

た。

しかし，従来は「消費者または社会に損害を与える

侵害行為」と規定していた 221 条 1項 a)を「著作権

者，権利者，消費者，または社会に損害を与える侵害

行為」と改正したことにより，権利者側は行政措置の

適用を求めるに当たって，侵害行為により損害が生じ

たことを立証する必要がでて，新たな問題となってい

る。つまり，法改正後は，知的財産法 213 条規定の

「模倣品」以外の知的財産権侵害行為に対して行政措

置を求める際には，権利者であることの証明，侵害行

為を立証する証拠のほか，損害額を立証する証拠も必

要とすることになり，権利者側の立証負担が重くなっ

ているといわれている。ただし，行政措置を請求する

際に添付すべき証拠等について規定した，政府決議

105/2006/NĐ-CP は未だ改正されておらず，法改正後

の条文と現行政府決議が矛盾した状態である。この点

については，早急な政府決議の改正が待たれる。

また，侵害商標ラベルの所持行為を行政措置の対象

とした 211 条 1項 c)について，ベトナム特有の事情が

あることを付記したい。中国製の電化製品，例えばエ

アコン等に，顧客の求めに応じて，販売店が日本ブラ

ンドの商標ラベルを貼付して販売することが行われて

いる。このような行為を防止するためにも，侵害商標

ラベルの所持行為も行政措置の対象とされた。

行政措置の罰金額の規定（214 条 4項）については，

改正前の知的財産法においては「損害額と同額もしく

は損害額の 5倍を上限とする」と規定されていた一

方，詳細規定の政府決議においては損害額に応じた具

体的罰金額を規定（産業財産権においては 3億ドン，

著作権においては 5億ドンが上限）しており，知的財

産法と政府決議の間で矛盾が生じていた。この点は，

政府決議に一本化されたことにより，上限額が固定さ

れ，むしろ侵害者側に有利な法改正となってしまっ

た。

6. まとめ

南北分断下のベトナム共和国，いわゆる南ベトナム

を除けば，ベトナムで知的財産保護の制度が形成され

始めたのは 1980 年代になってからである。30 年弱

の，まだまだ新しい制度であり，知的財産の保護の重

要性については，社会的認知度も高いとはいえないの

が実情である。

外国直接投資はベトナム経済を支える大きな柱の 1

本であり，そのために必要な投資環境整備の一環とし

て，知的財産権保護の法整備が進められていると筆者

は理解している。外国直接投資を呼び込むことがベト

ナムの国家戦略上重要な政策である以上，知的財産を

適切に保護する法制度整備も不可欠であり，今後，ベ

トナムが国を挙げて取り組んでいく可能性は非常に高

いと筆者は感じている。
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ベトナムの人々は自由を愛するといわれ，法律や規

則に従うことを必ずしも美徳としない面もあるが，当

局の出方を敏感に察知し，当局が本気で取り締まりに

かかると見たときは，法律に従うという傾向があると

思われる。知的財産の保護についても同様に，法整備

は最初のステップであり，その後，法制度を実効性あ

るものにできるかどうかは，当局が知的財産権の侵害

行為を社会問題として認識し，厳しい姿勢を以って臨

むことができるか，という点にかかっていると考えて

いる。

自由を愛するベトナムの人々が，知的財産権を自ら

の武器として，思いのままに創造力を発揮する日が来

ることを願ってやまない。
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